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汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
に
お
け
る
健
康
管
理
調
査
に
関
す
る
質
問
主
意
書

環
境
省
は
、
「
平
成
二
十
三
年
三
月
十
一
日
に
発
生
し
た
東
北
地
方
太
平
洋
沖
地
震
に
伴
う
原
子
力
発
電
所
の
事
故
に
よ
り

放
出
さ
れ
た
放
射
性
物
質
に
よ
る
環
境
の
汚
染
へ
の
対
処
に
関
す
る
特
別
措
置
法
」
に
基
づ
き
、
警
戒
区
域
又
は
計
画
的
避
難

区
域
等
を
除
染
特
別
地
域
と
指
定
す
る
ほ
か
、
放
射
線
量
が
一
時
間
あ
た
り
、
〇
・
二
三
マ
イ
ク
ロ
シ
ー
ベ
ル
ト
以
上
の
地
域

を
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
と
し
て
指
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
の
指
定
は
、
年
間
の
被
ば
く

線
が
一
ミ
リ
シ
ー
ベ
ル
ト
を
超
え
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
お
り
、
こ
れ
は
、
該
当
地
域
に
お
い
て
除
染
な
く
し
て
は
住
民
生
活

に
支
障
が
及
ぶ
こ
と
を
政
府
が
認
識
し
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

政
府
は
、
「
福
島
県
原
子
力
被
災
者
・
子
ど
も
健
康
基
金
」
を
創
設
し
、
福
島
県
が
実
施
す
る
健
康
管
理
調
査
事
業
を
全
面

的
に
支
援
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
被
災
者
に
寄
り
添
う
重
要
な
施
策
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
支
援
対
象
は
福
島
県

に
限
定
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
は
福
島
県
外
の
地
域
に
も
指
定
さ
れ
て
い

る
。以

上
の
事
実
を
踏
ま
え
て
、
質
問
す
る
。

一

原
子
力
事
故
に
お
け
る
健
康
管
理
調
査
事
業
等
に
対
す
る
支
援
を
福
島
県
に
限
定
す
る
理
由
は
何
か
。一



二

汚
染
状
況
重
点
調
査
地
域
は
福
島
県
外
の
地
域
に
も
指
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
地
域
は
福
島
県
内
に
お
い
て
汚
染
状
況
重

点
地
域
に
指
定
さ
れ
て
い
る
地
域
と
比
べ
て
も
支
援
の
必
要
度
合
い
に
遜
色
は
な
い
と
考
え
る
。
政
府
は
、
健
康
管
理
調
査

事
業
等
に
対
す
る
支
援
を
福
島
県
以
外
の
地
域
に
お
い
て
も
拡
大
す
る
意
思
は
あ
る
の
か
、
ど
う
か
。

右
質
問
す
る
。

二


